
 
 

事 務 連 絡  
令和５年２月２４日  

 川崎認定保育園設置者・施設長 様 
川崎市こども未来局保育事業部  

保育第２課長  
 

新型コロナウイルス感染症により臨時休園等を行った場合の 

登園自粛協力金について 

 
 日頃から、本市の保育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。 
 さて、新型コロナウイルス感染症に伴い認可保育所等が臨時休園となった場合等においては、登園

しなかった日数に応じて利用者負担額（保育料）を減免する対応を行っており、川崎認定保育園につ

いても登園自粛協力金による対応を行っているところですが、先般、内閣府・厚生労働省より、令和

５年４月以降は当該減免措置を廃止する旨の通知が発出されたことから、本市におきましても、現行

の新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減免の取扱いを令和４年度末までとし、令和５年４月以降

は行わないこととしましたので、併せて川崎認定保育園の登園自粛協力金につきましても廃止となる

旨、お知らせいたします。 
引き続き、新型コロナウイルスをはじめとする感染症の拡大防止のため、児童や職員の健康管理、

消毒等の感染予防対策を講じていただきますよう、お願いいたします。 
 
１ 川崎認定保育園の登園自粛協力金について 

  新型コロナウイルス感染症による臨時休園期間や、園児が陽性・濃厚接触者となった場合の登園

停止期間等の登園自粛協力金については、令和５年３月 31 日で終了となります。 

 

※ 令和５年３月までの期間における登園自粛協力金については、令和４年度末申請の際に必ず

御請求くださいますようお願いいたします。 

 

２ 「新型コロナウイルス感染症に係る連絡票」について 
  「新型コロナウイルス感染症に係る連絡票」については、従来どおり、陽性が判明した場合のみ

提出（LoGo フォームによる報告）をお願いいたします。 
 
３ 園における感染拡大防止への対応について 

  「新しい生活様式に配慮した保育事例集」等を参考に、引き続き感染拡大防止対策を講じていた

だきますよう、お願いいたします。 
 

【問合せ先】                
川崎市こども未来局保育事業部保育第２課  

電話 ０４４－２００－３１２８  
 

 


